
   

 

第７回越谷市学生議会開催要領 

 

１ 趣  旨 

越谷市議会では、市民に開かれた議会を目指すとともに、議会活動を広く理解

していただけるよう議会の活性化に取り組んでいるところである。学生議会は、

その取り組みの一環として、次代を担う若者が模擬議会を体験することによって、

市政や議会への関心を深めていただくことを目的に開催するものである。 

２ 主  催 

  越谷市議会 

３ 開催日時及び会場 

（1）令和６年(2024 年)１１月９日（土） 

午前９時３０分～午後５時 

（2）越谷市議会本会議場 

４ 学生議員の対象と人数及び募集方法 

（1） 対  象： 市内の大学（２校）から選出された学生（大学院生を含む） 

（2） 人  数： 各大学８名程度 合計１６名程度 

（3） 募集方法： 学校選出 

５ 内  容 

（1）議長選挙 

（2）市長提出議案 

  ・一般議案の質疑・討論・採決 

（3）市政に対する一般質問 

・市議会一般質問通告方式に準じて実施するものとし、学生議員が市政に対する

一般質問を行う。 

・学生議員の中から議長、副議長を互選により選出する。 

・質問は一人一問とし、質問・答弁を含めて１５分程度（参加人数により時間を

調整）とする。時間内であれば再質問は何回でもできるものとする。 

（4）意見交換会 

  ・学生議会の感想や今後のまちづくり等について、学生議員と答弁議員で意見交

換を行う。 

（5）事前説明会 

  ・事前説明会（10 月上旬予定）に議員も出席し、学生議員に質問の趣旨等確認 

するなど調整する場を設ける。 

 



   

 

６ その他 

議長は市長役、市議会議員は学生議員の質問のサポート担当と答弁担当に分か

れ、全議員が参加する。 

その他、学生議会の開催に関し、必要な事項は別に定める。 



学生議会の公開媒体について 

 

学生議会は、学生の皆さまが模擬議会を体験することによって、市政や議会への関心を深めて

いただくことが主な目的ですが、市民の皆さまをはじめとした多くの方々に議会活動を広く理解し

ていただくことも重要な目的としています。 

そのため、学生議会についても本会議と同じように、会議を公開・記録させていただくことを考え

ております。ご応募いただく際は、その旨ご理解、ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

１．議会中継（録画含む） 

  ・ 当市議会を広く市民の皆さまに公開し、より開かれた議会を推進するために、インターネッ

ト上の特設ページにて議会の生中継を行っています。また、過去の中継の録画映像につい

ても公開しています。 

    ・ 今回実施する学生議会についても、通常の議会と同じように生中継を行い、録画映像に

ついても公開していくことを考えております。 

      URL ： https://koshigaya.gijiroku.com/     QR コード ：      

                                                             

２． 会議録 

   ・ 会議録とは、会議の経過や発言の内容を記録したものであり、毎議会終了後、会議内容を

誰でも確認できるよう、会議録を作成する決まりとなっています。 

    ・ 学生議会についても通常の議会と同じように、会議録を作成することを考えております。

作成した会議録は、参加していただいた学生議員の皆さま、および皆さまの所属大学にお

配りすることを考えております。 

 

３． 議会だより 

   ・ 当市議会では、２月、５月、８月、１１月に、議会の広報を行うため「議会だより」を発行してい

ます。主に各議員が行った質問の内容や、議案審査の過程や結果を掲載し、市民の皆さま

に議会の活動をお伝えしています。越谷市の広報紙「広報こしがや」に折り込み、市内各世

帯に配布しています。 

・ 学生議会の様子（写真含む）については、翌２月発行の「議会だより」に掲載することを

考えております。 

 

※上記内容について、ご質問がございましたら 

越谷市議会事務局（℡：048-963-9261）までお寄せください。 
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